
○
内
閣
府
令
第
十
四
号

火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
火
薬
類
の
運
搬
に
関
す
る

内
閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
二
月
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

火
薬
類
の
運
搬
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

火
薬
類
の
運
搬
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
運
搬
の
届
出
）

（
運
搬
の
届
出
）

第
二
条

火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い

第
二
条

火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
火
薬
類
の
運
搬
の
届
出
は
、
別
記
様
式
第

う
。
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
火
薬
類
の
運
搬
の
届
出
は
、
別
記
様
式
第

一
の
届
出
書
及
び
別
記
様
式
第
二
の
運
搬
計
画
表
を
当
該
火
薬
類
の
出
発
地
を
管
轄

一
の
届
出
書
二
通
及
び
別
記
様
式
第
二
の
運
搬
計
画
表
を
当
該
火
薬
類
の
出
発
地
を

す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
て
行

管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し

う
も
の
と
す
る
。

て
行
う
も
の
と
す
る
。

［
２

略
］

［
２

同
上
］



備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
府
令
は
、
令
和
五
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
第
一
の
規
定
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
以
後
に
開
始
さ
れ
る
火
薬
類
の
運
搬

（
同
日
前
に
し
た
火
薬
類
取
締
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同

日
前
に
開
始
さ
れ
る
火
薬
類
の
運
搬
及
び
同
日
前
に
し
た
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
火
薬
類
の
運
搬
で
同
日
以
後
に

開
始
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
当
分

の
間
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３

旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


